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付
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は
じ
め
に

中
世
の
散
田
は
、
名
に
結
ば
れ
な
い
新
開
田
や
破

片
的
団
地
、
あ
る
い
は
名
主
の
没
落
・
逃
散
な
ど
で

解
体
し
た
名
田
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
散
田
は
ま
た

浮
名
・
浮
免
・
問
団
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
公
事
の
負
担
義
務
が
な
い
年
貢
一
色

の
田
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
事
免
・
一
色
回
(
地
予

田
)
と
も
言
わ
れ
、
免
田
の
範
鳴
に
属
し
た
。
さ
ら

に
勧
農
の
時
、
土
地
を
割
り
付
け
て
請
作
さ
せ
る
と

い
う
意
味
で
、
数
回
の
語
が
動
詞
的
に
用
い
ら
れ
る

寺
下

是
時
名
と
散
回

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
存
在
形
態
や
負
担
内

容
な
ど
に
よ
っ
て
種
々
の
名
称
で
表
現
さ
れ
る
散
田

は
、
時
代
の
み
な
ら
ず
地
域
に
よ
っ
て
も
相
異
な
る

性
質
を
帯
び
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ

る
。
し
か
し
、
同
じ
地
域
内
の
散
田
で
も
、
把
握
の

仕
方
が
著
し
く
食
い
違
う
場
合
が
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
越
前
国
織
田
庄
(
福
井
県
丹
生
郡
織
田
町
)
で

は
、
散
田
を
名
の
解
体
を
示
す
庄
園
領
、
王
直
属
地
と

し
た
り
、
逆
に
名
の
構
成
要
素
と
し
た
り
、
見
解
は

鋭
く
対
立
し
て
い
わ
)
本
稿
で
は
、
散
田
の
か
か
る

多
様
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
越
前
田
野
坂
庄
櫛
河

(
川
)
郷
原
(
福
井
県
敦
賀
市
原
)
に
あ
っ
た
西
福

寺
領
の
是
時
名
を
取
り
上
げ
、
室
町
時
代
の
散
回
が

い
か
な
る
特
性
を
持
つ
土
地
だ
っ
た
の
か
、
名
内
で

ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
寺
領
形
成

の
背
景
を
探
る
中
で
検
証
を
試
み
た
い
。

一

重

書

是
時
名
が
い
つ
成
立
し
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、

応
永
五
年
(
一
三
九
八
)
五
月
一
日
、
西
福
寺
関
山

良
如
は
是
時
名
の
名
主
職
を
向
寺
に
寄
進
し
て
い
る
。

寄

進

西

福

寺

越
前
国
野
坂
庄
繍
河
郷
内
是
時
名
々
主
職
事

A
ロ
壱
名
者

右
名
田
者
、
良
如
相
伝
之
地
也
、
而
為
先
考
先

枇
往
生
極
楽
増
進
仏
果
、
限
永
代
一
円
不
輸
、

・
寄
進
・

所
令
O
西
福
寺
也
、
然
者
更
不
可
有
他
妨
也
、

の
為
後
証
之
状
如
件
、

応
永
五
年
五
月
一
日
良
如
(
花
恐
)

(
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
)

当
時
、
良
如
は
五
五
歳
、
西
福
寺
を
聞
創
し
て
三

O
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
是

時
名
を
め
ぐ
っ
て
楽
音
ヰ
予
の
聞
で
相
論
が
起
こ
っ

た
。
相
論
は
、
す
で
に
文
安
元
年
(
一
四
四
四
)
以

前
よ
り
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
四
月

二
一
百
に
敦
賀
郡
代
と
見
ら
れ
る
甲
斐
久
伶
翌
二

年
(
一
四
四
五
)
七
月
一
一
日
に
は
越
前
国
守
護
代

甲
斐
常
均
上
り
裁
決
が
下
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
西
福

寺
の
主
張
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
裁
決
前

後
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
地
頭
山
内
将
経
の
書

状
、
お
よ
び
是
時
・
久
延
両
名
の
作
職
改
替
に
関
す

る
覚
書
を
一
紙
に
納
め
た
文
書
が
西
福
寺
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。

(
端
裏
書
)

「
両
名
の
定
書
」

是
時
・
久
延
名
作
職
得
替
事
一
錨
…
一
M
M
、

-

(

難

儀

)

・

ω此
原
名
之
事
は
、
如
法
会
心
き
ニ
候
へ
と
も
、
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始
而
申
さ
れ
候
上
、
又
連
々
等
閑
も
寺
家
の
事

な
く
候
之
問
、
き
し
ん
状
を
遣
候
、
巨
細
之
段

よ
く
申
さ
れ
候
へ
く
候
、
作
入
方
な
に
と
申
候

(

計

)

(

抄

汰

)

と
も
、
そ
れ
よ
り
は
か
ら
ハ
れ
、
寺
へ
き
た
し

つ
け
ら
れ
候
へ
く
候
、
あ
な
か
し
く
、

〔
山
内
)

二

月

廿

八

日

将

経

小
か
わ
と
の
へ

伸
馬
の
大
夫
ぬ
四
回
凶
)
作
職
に
て
候
と
も
、
地

頭
と
し
て
と
り
は
な
し
、
寺
家
へ
つ
け
ら
れ
候

上
ハ
、
違
儀
な
く
候
、
況
や
口
問
同
)
わ
ひ
事

(
作
職
)

ニ
よ
り
候
や
ら
ん
、
き
く
し
き
を
あ
っ
か
り
、

不
法
之
儀
ニ
よ
り
ち
(
門
司
ん
の
上
ハ
、
む
か
し

の
こ
と
く
又
法
式
を
お
か
れ
、
向
後
望
ミ
お
成

す
ま
し
き
う
け
文
を
出
し
、
地
下
へ
安
堵
せ
し

め
候
様
ニ
見
へ
候
欺
、

付

定

時

名

作

職

事

ハ

凡
十
九

上
古
よ
り
散
固
と
見
へ
候
、
康
暦
元
年
一
一
ハ
十

四
十
三

三
人
し
て
も
ち
候
、
応
永
舟
二
八
人
し
で
も
ち

候
、
実
上
楽
音
寺
と
相
論
候
、
源
ハ
作
職
を
彼

門
前
子
あ
つ
け
置
候
ニ
よ
り
、
雑
米
等
ニ
重
畳

之
不
足
を
申
出
し
、
自
専
せ
し
む
る
ニ
よ
り
、

同
(
甲
斐
常
治
)

濃
州
よ
り
奉
書
を
成
さ
れ
、
作
職
を
改
替
す
へ

き
よ
し
、
郡
代
下
知
ニ
よ
り
知
行
全
す
る
事
に

て
候
、
同
朋
不
足
を
存
し
申
さ
れ
候
と
も
、
ゆ

め
/
¥
承
引
申
ま
し
き
事
に
て
候
よ
し
、

「
l
i
l
i
-
-
-
l
u

こ
の
重
書
で
看
過
で
き
な
い
箇
所
が
、
村
川
別
で

あ
る
。
単
純
に
解
釈
す
れ
ば
、
作
職
を
複
数
の
百
姓

に
持
た
せ
る
こ
と
を
「
散
田
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
地
頭
や
名
主
と
百
姓

層
と
の
散
田
請
作
関
係
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
で
は
「
散
田
」
で
き
る
土
地
と
は
ど
の
よ
う
な

土
地
で
あ
っ
た
の
か
、
是
時
名
を
形
成
し
て
い
る
名

耕
地
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ま

ず
先
行
学
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

ニ
先
行
学
説
に
対
す
る
疑
問

付
「
散
田
名
」
説

阿
部
猛
氏
は
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、
西
福
寺
が

是
時
名
の
散
田
名
化
に
と
も
な
い
、
二
二
人
な
い
し

八
人
の
百
姓
に
地
子
田
と
し
て
請
作
さ
せ
た
と
説
明

さ
れ
旬
。
)
散
回
名
は
「
於
散
回
名
者
、
為
公
方
所
被

点
置
之
名
田
也
:
:
:
於
此
名
争
者
、
不
宛
公
事
之
条

勿
論
島
、
あ
る
い
は
「
公
方
散
田
名
事
、
有
未
進

皆
済
者
、
可
返
付
本
、
お
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
名

主
の
未
進
・
逃
散
な
ど
に
よ
っ
て
庄
園
領
主
が
差
し

押
さ
え
の
状
態
に
し
た
名
で
あ
り
、
ふ
?
っ
領
主
直

属
地
と
し
て
地
子
の
み
の
一
色
回
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
未
進
分
の
皆
済
に
よ
り
、
本
主
に
返
還

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
旬
。
)
要
す
る
に
散
田
名
と
は
、

名
主
の
没
落
な
ど
を
契
機
と
し
た
庄
園
領
主
に
よ
る

公
事
収
取
機
能
の
一
時
的
停
止
措
置
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
の
良
如
寄
進
状
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

西
福
寺
は
是
時
名
の
名
主
職
所
持
者
で
あ
っ
て
、

「
公
方
L

す
な
わ
ち
庄
園
領
主
や
守
護
で
は
な
い
。

名
主
の
立
場
に
あ
る
西
福
寺
が
公
事
・
夫
役
を
除
い

て
地
子
固
と
な
し
、
請
作
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
康
暦
一
万
年
(
一
三
七

九
)
や
応
永
三
二
年
(
一
四
二
五
)
前
後
、
西
福
寺

や
そ
れ
以
外
の
名
主
が
貢
租
を
未
進
し
た
り
、
逃
激

し
た
り
し
た
と
い
う
事
実
も
確
か
め
ら
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
付
|
糾
は
散
回
名
の
状
態
を
伝
え
る
も

の
で
は
な
い
。

ω
「
散
回
支
配
」
説

松
浦
義
則
氏
は
、
制
・

ω刊
を
西
福
寺
が
自
ら
の
主

張
を
記
し
た
覚
書
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
散
田

支
配
説
を
た
て
ら
れ
て
い
匂

①
作
職
と
は
「
作
手
に
系
譜
を
持
つ
事
実
上
の

年
貢
納
入
者
の
権
利
」
で
あ
り
、
そ
の
改
替
は
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地
頭
で
さ
え
も
「
如
法
な
ん
き
」
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
安
定
し
た
権
利
で
あ
っ
た
。

②
付
制
に
つ
い
て
:
:
:
作
職
を
改
替
し
た
耕

地
は
、
散
固
と
し
て
の
支
配
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
「
西
福
寺
が
作
職
改
替
と
散
回
支
配
を

主
張
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
人
の
耕

作
権
あ
る
い
は
年
貢
請
負
を
不
安
定
な
も
の
に

止
め
る
こ
と
に
よ
り
」
、
増
内
徳
分
収
取
を
は

か
る
た
め
で
あ
っ
た
。

③
付
制
に
つ
い
て
:
:
:
西
福
寺
が
「
魅
力
あ

る
散
田
支
配
」
を
断
念
し
て
作
職
を
預
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
西
福
寺
が
名
主

と
し
て
、
公
事
と
り
わ
け
夫
役
を
呆
た
す
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

作
職
や
公
事
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
散
回
支
配
説
そ
の
も
の
に
疑
問
を
呈
し
た

37 

ま
ず
②
で
あ
る
が
、
付
制
の
ど
こ
に
も
、
散
田

支
配
の
た
め
に
作
職
を
改
替
し
た
と
い
う
よ
う
な
趣

旨
の
文
言
は
な
い
必
ま
た
②
が
、
康
暦
元
年
二
三

七
九
)
、
西
福
寺
は
作
職
改
替
に
よ
っ
て
散
田
支
配

を
行
っ
て
い
た
と
の
認
識
に
た
つ
も
の
な
ら
ば
、
明

ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
西
福
寺
が
是
時
名
の
名
主
職

寺
下

是
時
名
と
散
田

を
所
持
し
た
の
は
、
先
述
の
ご
と
く
応
永
五
年
(
一
次
に
、
松
浦
氏
は
散
田
支
配
に
よ
っ
て
増
内
徳
分

三
九
八
)
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
康
暦
元
収
取
が
は
か
ら
れ
た
と
主
張
さ
れ
る
が
、
付
仲
は

年
こ
三
七
九
)
以
前
、
西
福
寺
は
名
主
と
し
て
公
こ
の
見
解
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
「
作
職
を
改
替

事
を
負
担
す
る
た
め
に
作
職
を
預
け
る
必
要
な
ど
な
す
へ
き
よ

Li---知
行
全
す
る
事
に
て
候
」
と
は
、

か
っ
た
。
作
職
を
預
け
て
い
な
い
以
上
、
改
替
す
る
裏
を
返
せ
ば
、
作
職
改
替
に
よ
ら
な
け
れ
ば
知
行
を

こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
応
永
三
二
年
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

(
一
四
二
五
)
に
お
い
て
も
、
作
職
改
替
に
よ
る
散
る
。
松
浦
氏
は
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
か
、

田
支
配
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
楽
音
寺
を
「
是
時
名
の
作
職
と
み
な
し
て
よ
い
」
と

一
体
こ
の
時
、
公
事
と
り
わ
け
夫
役
は
い
か
な
る
方
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
作
職
を
預
か
っ
た
の
は
楽
音

法
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
寺
の
門
前
百
姓
で
あ
っ
て
、
楽
音
寺
で
は
な
い
必
是

い
換
え
れ
ば
、
散
回
支
配
を
行
う
一
方
で
公
事
を
負
時
名
と
は
無
関
係
の
立
場
に
あ
る
楽
音
寺
の
下
地
自

担
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
始
め
か
ら
理
鳥

rよ
っ
て
、
西
福
寺
は
本
来
の
知
行
権
を
行
使
す

想
と
す
る
散
田
支
配
な
る
も
の
を
貫
徹
す
れ
ば
よ
か
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
相
論
に
及
ん
だ
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
作
職
を
預
け
る
理
由
な
ど
な
か
っ
る
。
そ
の
結
果
、
作
職
改
替
と
い
う
裁
決
が
下
っ
た

た
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
が
、
科
を
被
っ
た
の
が
楽
音
寺
で
は
な
く
、
門
前
百

③
で
言
う
よ
う
に
、
作
戦
を
預
け
な
け
れ
ば
公
事
を
姓
で
あ
っ
た
こ
と
に
在
地
よ
り
不
満
の
声
が
上
が
る

負
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
西
福
寺
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
付
|
刷
は
、
是
時
名
の

は
名
主
に
な
っ
た
時
点
か
ら
、
も
は
や
「
魅
力
あ
る
他
の
作
人
た
ち
が
異
議
を
申
し
立
て
て
も
、
容
認
し

散
田
支
配
」
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
理
解

る
。
そ
し
て
、
作
職
改
替
も
③
の
観
点
に
た
つ
限
り
、
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
の
作
職
改
替
は
内

公
事
と
り
わ
け
夫
役
を
果
た
す
た
め
に
別
の
百
姓
に
徳
分
の
増
収
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
楽
音
寺

作
職
を
預
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
な
る
の
で
の
不
法
介
入
を
阻
止
し
、
そ
れ
ま
で
支
障
を
来
し
て

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

い

た

知

行

権

を

回

復

さ

せ

る

た

め

に

と

ら

れ

た

措

置
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若
越
郷
土
研
究

四
十
二
巻
三
号

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
松
浦
氏
は
、
西
福
寺
が
増
三
作
職

内
徳
分
収
取
を
は
か
る
た
め
に
、
作
職
改
替
と
散
回
阿
部
氏
は
、
作
職
を
名
主
職
と
同
じ
く
得
分
権
と

支
配
を
主
張
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
と
考
え
て
お
ら
さ
れ
匂
こ
れ
に
対
し
、
松
浦
氏
は
稲
垣
泰
彦
氏
に

れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
重
書
に
よ
る
限
り
、
作
職
改
代
表
さ
れ
る
学
誕
を
支
持
さ
れ
、
①
の
よ
う
に
規

替
に
よ
っ
て
散
回
支
配
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
作
職
が
作
手
に
系
譜
を
持
つ

増
内
徳
分
収
取
が
実
現
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
と
の
見
解
は
具
体
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

確

認

さ

れ

な

い

。

な

匂

)

敦

賀

郡

で

も

作

手

と

作

職

と

を

直

接

結

ぴ

付

以
上
、
私
の
誤
解
も
多
々
あ
ろ
う
が
、
散
回
支
配
け
る
徴
証
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
稲
垣
氏
の
学
説

説
に
は
文
書
内
容
を
歪
曲
し
て
解
釈
し
て
い
る
箇
所
の
特
徴
は
、
作
手
・
作
職
を
中
世
に
お
け
る
土
地
所

が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
論
旨
も
、
有
権
と
見
る
こ
と
に
あ
旬
。
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
松

一
方
に
お
い
て
、
公
事
と
り
わ
け
夫
役
を
果
た
す
た
浦
氏
は
な
ん
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
稲
垣
説
を

め
に
は
作
職
を
預
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
な
が
採
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
然
、
そ
の
よ
う
に
考
え

ら
、
他
方
で
は
、
そ
の
作
職
を
否
定
し
て
散
回
支
配
て
お
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
そ
こ
で
、
敦
賀
郡
に
お

を
行
う
こ
と
を
理
想
と
し
、
か
つ
現
実
に
行
っ
て
い
い
て
、
作
職
を
得
分
権
あ
る
い
は
土
地
所
有
権
と
規

た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
不
可
解
で
あ
る
。
定
で
き
る
の
か
検
証
し
た
い

e
敦
賀
郡
で
は
、
応
、
水

で
は
い
か
な
る
状
況
下
で
は
作
職
を
預
け
る
必
要
性
三
年
(
一
三
九
六
)
か
ら
元
亀
三
年
(
一
五
七
二
)

が
生
じ
、
い
か
な
る
条
件
下
で
は
作
職
を
否
定
し
、
ま
で
、
作
職
に
関
す
る
二
三
の
事
例
を
確
認
で
き
る

(
お
)

「
魅
力
あ
る
散
回
支
配
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
が
(
表
I
)
、
こ
こ
で
は
二
点
の
史
料
(
①
・
⑮
)

か
論
証
す
べ
き
と
考
、
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
を
取
り
上
げ
よ
う
。

全
く
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
改
め
て
作
職
と
は
仲
野
坂
庄
櫛
河
郷
本
御
所
田
事

な
に
か
、
作
職
を
預
け
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
合
壱
所
者

か

考

察

し

た

い

。

右

田

地

者

、

沙

弥

浄

善

相

伝

知

行

之

地

也

、

然

依
有
懇
志
、
所
令
寄
進
西
福
寺
也
、
愛
於
作
職

38 

者
、
任
彼
遺
命
、
息
女
阿
古
女
井
道
通
仁
宛
行

者
也
、
曽
以
不
可
有
他
妨
也
、
然
者
本
所
方
之

年
貢
壱
石
弁
備
之
外
、
余
乗
弐
石
可
沙
汰
当
寺
、

此
外
曽
不
可
有
各
別
之
課
役
之
旨
、
堅
定
置
畢
、

市
若
後
代
之
住
持
背
比
格
有
違
乱
者
、
致
訴
訟

於
浄
花
院
、
可
止
彼
滋
吹
也
、
仇
為
後
証
之
状

主
件

応
永
三
年
二
月
三
日

当
寺
関
山
沙
門
良

如
(
花
押
)

一
通
秒
台
竪
町
一
雲
仙
除
、
凪
官
庁
骨
骨
E
h

吾
、
雄

(
良
如
)

為
後
々
、
可
為
如
閉
山
上
人
之
御
格
者
也
、

文
安
元
年
十
月
日
当
寺
住
持
浄
鎮
(
花

(M) 

押
)
」

制
永
代
売
渡
申
砂
流
郷
之
内
団
地
之
事

合
壱
段
半
者
吋
リ
ハ
日
目
ぺ
訂
十
日
目
印
山
口
同
十

右
件
之
田
地
者
、
難
為
我
先
祖
相
伝
之
内
得
分

之
私
領
、
依
有
要
用
、
現
銭
六
貫
文
ニ
西
福
寺

へ
永
代
作
職
共
ニ
売
渡
申
処
実
正
也
、
但
段
銭

ハ
名
主
之
方
へ
可
有
沙
汰
候
、
其
外
万
雑
公
事

不
可
有
之
候
、
万
一
為
子
孫
親
類
蒐
角
違
乱
之

輩
候
者
、
訴
公
方
へ
可
被
行
盗
人
之
御
沙
汰
候
、

其
上
父
子
名
判
を
く
わ
へ
、
支
証
明
鏡
之
上
ハ
、

不
可
有
他
妨
候
、
仰
永
代
売
券
之
状
如
件
、
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表
I

敦
賀

郡
に

お
け

る
作

職
関

係
史

料

年
月

日
事

項
典

拠

①
 

応
永

3
年

(1396)
2
月
3
日

良
如
、
浄
善
の
遺
命
に
よ
り
、
本
御
所
田
の
作
職
を
阿
古
女
・
道
通
に
宛
行
う
。

「
西
福
寺
文
書
J22

②
 

応
永

6
年

(1399)
4
月
8
日

良
如
、
阿
古
女
に
門
前

4
反
田
の
年
貢
・
作
職
を
資
縁
の
た
め
、
一
期
の
問
、
知
行
す
る
こ
と
を
約

「
西
福
寺
文
書
J27

諾
す
る
。

③
|

応
永
17
年

(1410)
2
月
9
日
|
杉
津
知
足
院
、
櫛
)
11
彦

三
郎

入
道

道
通

を
木

崎
郷

重
国

名
遣

田
免

田
8
反

の
内

4
反

の
作

職
に
I
r西

福
寺
文
書
J
44

・121

補
任
す
る
。

④
|

文
安

元
年

(1444)
4
月
13

日
|
敦
賀
郡
代
甲
斐
久
衡
、
楽
音
寺
に
対
し
、
門
前
百
姓
が
是
時
名
の
作
職
で
、
あ
る
こ
と
に
よ
る
同
名
I
r西

福
寺

文
書
J110

の
下
地
自
専
を
理
由
な
き
も
の
と
宅
金
め
る
。

⑤
|

文
安

2
年

(1445)
4
月
11

日
|
浄
鎮
、
木
崎
郷
重
国
名
八
反
田
免
田
の
内

4
反

の
作

職
な

ど
を

望
む

者
が

い
た

と
し

て
も

出
し
I
r西

福
寺

文
書
J114

て
は
な
ら
な
い
旨
の
置
文
を
書
く
。

⑥
|

 
7
月
11

日
l
こ
れ
以
前
、
野
坂
圧
内
の
地
頭
・
地
下
人
ら
、
作
職
は
名
主
の
計
ら
い
で
あ
る
旨
、
越
前
国
守
護
代
I
r西

福
寺

文
書
J115

甲
斐
常
治
に
答
申
す
る
。

⑦
17klE 

21f-
(1505) 

4
 Ji 27 8

1
判

是
時

久
延

両
仇

職
改

替
に

関
吋

書
が

つ
く

ら
れ

る
。

I~西福寺文書」山
⑧
 

永
正

2
年

(1505)
4
月
27

日
木
崎
郷
住
人
衛
門
、
善
徳
禅
門
の
霊
供
固
と
し
て
彦
大
郎
持
分
の
作
職
口
カ

の
内

1
反

を
西

福
寺

「
西
福
寺
文
書
J153

IJfliltJ) 

に
寄
進
す
る
。

⑨
|

永
正

5
年

(1508)10
月
18

日
|
中
村
房
信
、
是
時
・
久
延
両
名
の
内

8
反

を
万

雑
公

事
な

く
、

作
職

と
と

も
に

知
行

す
べ

き
と

の
I
r西

福
寺

文
書
J161

敦
賀

郡
司

朝
倉

教
景

の
裁

決
を

西
福

寺
へ

伝
え

る
。

⑮
|

永
正

7
年

(151
山

21
日

|
砂

流
郷

太
郎

兵
衛

叩
間

作
職

と
と

も
に

6
貫

文
で

陥
に

売
却

す
る

1
 ~西
福
寺
文
書
J167

⑪
 

12
月

5
日

木
崎
郷
虎
松
丸
ら
、
同
郷
カ
サ
平
ミ

6
反

田
の

内
2
反
を
慶
芳
に
売
却
し
、
反
銭
・
作
職
と
も
に

「
西
福
寺
文
書
J6

※

進
退
す
べ
き
こ
と
を
伝
え
る
。

⑫
|

永
正
16
年

(1519)
11

月
7
日
|
敦
賀
郡
奉
行
、
西
福
寺
松
月
軒
領
を
詑
言
に
よ
り
返
付
、
そ
の
旨
を
「
作
職
か
た
」
へ
申
し
付
け
る
I
r西

福
寺

文
書
J190

ょ
う
下
代
に
命
じ
る
。

。σ3、

1lTド'-
mJ!(il!?~平.lJ~番目
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mr
帯型号室+l民芸駅

国
十
11
絢
111
日和

。
|
⑬
 

永
正

畔
(

悶
)
7
月

間
朝
倉
教
景
、
金
山
郷
内
聞
の
衛
門
名
回
以
外
の
預
か
り
田
畠
に
つ
い
て
、
西
福
寺
に
作
職
と
と
も

I
'
西
福
寺
文
書
j196

寸

に
進
退
す
べ
き
こ
と
を
伝
え
る
。

⑪
 

天
文

6
年

(1537)
10
月

7
日

前
波
吉
長
、
祥
受
院
と
木
崎
郷
道
善
と
の
作
職
相
論
に
つ
い
て
、
西
福
寺
に
別
義
な
き
こ
と
を
伝
l'

西
福

寺
文

書
j217

え
る
。

⑮
|

天
文

四
年

(15
…

川
町

開
カ

)
江

良
町

に
代

官
職

名
の

下
地

作
職

を
安

堵
す

る
|

市
次

郎
家

文
書
j10

⑮
永

禄
元

年
(1558)

6
月
27

日
下
代
小
木
直
恒
・
府
南
宗
珍
、
善
妙
寺
々
領
目
録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
作
職
が
所
持
し
て
い
た

「
善
妙
寺
文
書
j13

請
取
な
ど
に
依
拠
し
た
こ
と
を
敦
賀
郡
奉
行
三
段
崎
紀
存
・
上
回
紀
勝
に
伝
え
る
。

⑪
|

永
禄

2
年

(1559)10
月
13

日
|
代
官
親
直
、
手
浦
「
あ
せ
ち
か
た
」
へ
、
同
浦
木
場
に
お
け
る
あ
せ
ち
開
団
地
の
本
役
納
入
を
命
l'

秦
実

家
文

書
j30

じ
る
と
と
も
に
作
職
進
退
を
認
め
る
。

⑬
|

 
10
月
13

日
|
代
官
親
直
、
手
浦
「
か
へ
の
下
か
た
」
へ
、
同
浦
堂
回
よ
り
南
に
お
け
る
四
郎
大
夫
開
田
地
の
本
役
l'

秦
実

家
文

書
j31

納
入
を
命
じ
る
と
と
も
に
作
職
進
退
を
認
め
る
。

⑬
 

永
禄

6
年

(1563)
5
月
29

日
青
木
景
忠
、
善
妙
寺
「
作
職
中
」
に
能
善
名
反
銭
未
進
分
に
つ
い
て
督
促
す
る
。

「
善
妙
寺
文
書
j15

@
 

6
月

3
日

青
木
景
忠
、
善
妙
寺
「
作
職
中
」
に
能
善
名
反
銭
不
足
分
の
納
入
を
命
じ
る
。

「
善
妙
寺
文
書
j16

@
 

永
禄

9
年

(1566)
10
月
15

日
善
妙
寺
、
作
人
・
百
姓
の
貢
租
未
進
に
つ
い
て
、
な
お
難
渋
の
場
合
は
作
職
を
改
替
す
べ
き
こ
と

「
善
妙
寺
文
書
j21

な
ど
を
定
め
た
寺
法
度
を
再
度
作
成
す
る
(
原
本
は
、
弘
治

3
年

(1557)
3
月
24

日
、
焼
失
)
。

@
I
永

禄
11
年

(1568)
10
月
18

日
|
敦
賀
郡
奉
行
、
蔚
生
野
郷
の
西
福
寺
領
の
内
、
左
々
神
子
回

6
反
・
矩
田

3
反
に
つ
い
て
、
先
々
の
l'

西
福

寺
文

書
j227

ご
と
く
寺
納
す
べ
き
こ
と
を
「
作
職
中
」
へ
申
し
付
け
る
よ
う
下
代
に
命
じ
る
。

@
[

元
亀

3年
(1572)

4
月
15

日
|
永
播
、
西
福
寺
に
入
牌
銭
10
貫

文
を

寄
進

し
、

同
寺

領
内

高
鼠

田
1
反

(
斗

代
6
斗
・
作
職
は
l'

西
福

寺
文

書
j232

(!iti.7) 

西
福
寺
門
前
の
者
)
を
充
て
る
べ
き
こ
と
を
契
約
す
る
。

※
 

こ
の

文
書

の
み

『
福

井
県

史
』

資
料

編
9
中
・
近
世
七
に
所
収
。
他
は
『
福
井
県
史
』
資
料
編

8
中
・
近
世
六
に
依
拠
。
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水
正
七
午贋

年
石吾5

'"目月
廿

日空

(太Z(+Z

詰堅語辞
)郎)盃

西
福
寺
常
住
へ
(
ね
)

ま
ず
仲
に
お
い
て
、
作
職
を
宛
行
わ
れ
た
阿
古

女
・
道
通
は
作
職
所
持
者
と
な
る
が
、
「
本
所
九
台

年
貢
壱
石
」
と
「
余
乗
弐
石
」
の
負
担
義
務
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
地
主
的
存
在
引
に
あ
る
西
福
寺
に
本
年
貢

と
加
地
子
得
分
の
納
入
を
請
負
っ
た
小
作
人
と
理
解

き
れ
る
。
故
に
、
こ
こ
で
の
作
職
は
実
質
的
土
地
所

持
(
保
有
)
に
も
と
づ
く
耕
作
権
と
規
定
で
き
る
。

浄
善
の
遺
命
に
よ
っ
て
作
職
が
宛
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

生
前
、
浄
益
口
が
本
御
所
回
の
作
職
進
退
権
を
持
っ
て

図
I

浄
鎮
一
族
関
係
図

表
す
「
私
領
」
や
加
地
子
得
分
で
あ
る
「
内
得
分
斗
)

と
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
実
質
的
耕
作
権
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
太
郎
兵
衛
は
自

作
農
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
浄
善

の
よ
う
に
耕
作
権
た
る
作
職
を
留
保
す
る
こ
と
な
く
、

一
職
の
土
地
所
有
権
を
そ
の
ま
ま
西
福
寺
へ
譲
渡
し

た
の
で
あ
る
。

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
付
の
裏
書
や
応
永
三
二

年
(
一
四
二
五
)
一
二
月
一
五
日
付
浄
鎮
置
惑
な

ど
に
よ
れ
ば
、
本
御
所
田
に
は
阿
古
女
(
浄
釘
)
と

道
通
が
居
住
し
て
い
た
庵
室
が
あ
り
、
の
ち
に
塔
頭

極
楽
院
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
浄
善
は
、
阿
古

女
ら
に
当
該
抽
学
耕
営
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
御
所
回
の
知
行
と
は
貢
租
納
入
義

務
が
付
帯
し
た
耕
作
権
と
そ
の
進
退
権
、
お
よ
び
そ
こ
の
よ
う
に
敦
賀
郡
で
は
、
作
職
が
土
地
所
有
権

れ
に
と
も
な
う
一
定
の
加
地
子
得
分
収
取
権
を
内
包
を
表
し
た
り
、
得
分
権
化
し
た
作
職
が
寄
進
や
売
買

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
浄
善
は
、
そ
れ
ら
の
対
象
と
な
っ
た
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
で
は

の
権
利
を
一
職
に
所
持
し
た
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
。
「
預
け
る
」
あ
る
い
は
「
預
か
る
」
と
は
ど
う
い
う

付
は
、
か
か
る
一
職
の
土
地
所
有
権
が
加
地
子
得
分
こ
と
な
の
か
、
宝
徳
四
年
(
一
四
五
二
)
三
月
二
七

収
取
権
と
直
接
耕
作
権
と
に
分
離
し
た
こ
と
を
伝
え
日
付
和
久
野
村
平
内
二
郎
名
代
職
請
状
を
示
そ
う
。

る

も

の

で

あ

る

。

預

申

候

中

興

院

領

和

久

野

之

村

念

仏

国

之

内

郷

大
夫
跡
之
名
代
職
之
事
、
右
之
名
代
ハ
三
郎
太

郎
不
法
ニ
よ
り
候
て
改
易
せ
ら
れ
、
身
ニ
う
け

給
候
問
、
預
申
処
突
な
り
、
但
祖
に
て
候
も
の

も
存
知
せ
す
候
、
直
ニ
預
申
候
上
ハ
、
有
限
公

か
む
働
会
一
宇
佐
ず
子

b
r
E
L砂
朴
争
、
仕
掛
、
?
か

こ
と
く
沙
汰
可
申
候
、
若
無
沙
汰
申
候
ハ
¥

何
時
に
て
も
候
へ
、
め
し
か
へ
さ
れ
、
他
人
ニ

仰
付
ら
れ
候
へ
く
候
、
其
時
更
々
一
言
の
子
細

を
申
ま
し
く
候
、
仰
為
後
証
預
状
如
件
、

浄鎮は、阿古女の甥であったが

(C西福寺文書J26)阿古女が伯母か

叔母なのかは不明。また浄心と道通

は、本御所国内の庵室に同居してい

たが(同22・77).姉弟(兄妹)か、夫

婦なのかも不明。

顕浄

7 
浄道

喜 l 浄

康洛西
正リ福

二寺

空鎮量

四
五
六
) 

五
月

中

ノ、

日
刀ミ

寂
( 

七。
歳
) 
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-
浄
心
(
阿
古
女
)

一

-
「
道
通
(
彦
三
郎
)

寺
下

是
時
名
と
散
回

一
方
、
制
の
太
郎
兵
衛

も
「
我
先
祖
相
伝
之
内
得

分
之
私
領
」
を
持
っ
た
土

地
所
有
者
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
作
職
共
ニ
売
渡

申
」
と
い
う
文
一
言
に
注
目

し
た
い
。
「
作
職
共
(
却
に

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
自

体
、
作
職
が
土
地
所
有
を
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四
十
二
巻
三
号

宝
徳
四
町
年
三
月
廿
七
日

和
久
野
之
住
人
下
之
平
内
(
略
思
)

「
預
け
る
L

・
「
預
か
る
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も

一
時
的
な
貸
借
で
あ
り
、
譲
渡
や
取
得
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
平
内
二
郎
は
名
代
職
を
預
か
る
以

前
、
道
観
跡
の
回
畠
・
居
屋
敷
な
ど
を
売
却
し
て
い

る
が
、
そ
の
売
券
に
も
「
御
年
貢
御
公
事
等
、

(
悔
意
)

け
た
い
な
く
沙
汰
申
へ
く
候
、
其
外
違
乱
煩
申
候
ハ

す
ハ
、
子
々
孫
々
会
争
仲
ト
伽
w
h
ツ
小
骨
~
ト
骨
、

若
又
違
乱
煩
申
、
異
儀
を
申
事
候
ハ
、
、
何
時
に
で

も
候
へ
、
会
亭
品
川

1
r
k制
い
怯
ん
一
.
2
w
b
~
J
小
骨
~

人
い
骨
、
其
時
更
々
一
言
の
子
細
申
ま
し
く
札
口
)
と
記

し
て
い
る
。
名
代
職
や
公
事
代
を
預
か
る
と
い
う
こ

と
は
、
本
役
や
加
地
子
得
分
な
ど
の
納
入
を
請
負
う

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
滞
納
や
未
進
な
ど
の
不
法
行

為
が
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
改
易
さ
れ
た
の
で
あ
弘
)

請
状
・
売
券
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
不
履
行
改
易

文
一
言
は
、
作
職
補
任
状
で
も
確
認
で
き
る
。

(
端
裏
書
)

「
補
任
杉
津
知
足
院
之
御
判
」

(
花
押
)

宛
行
木
崎
郷
重
国
名
内
遣
回
免
田
下
地

臨
時
段
刊
刊
町
内

右
以
彼
所
令
補
任
件
作
職
也
、
道
通
一
瞬
之
問

者
、
不
可
有
色
鮮
之
儀
者
也
、
但
免
田
於
料
足

弐
貢
文
者
、
毎
年
自
当
方
出
之
者
、
如
先
々
免

田
可
立
也
、
将
又
臨
時
段
御
年
貢
凡
斗
代
分
参
石
弐

斗
、
無
毎
年
不
法
傑
怠
、
可
致
其
沙
汰
、
若
令

E
-

不
法
難
渋
者
、
彼
作
職
不
日
可
被
召
者
也
、
仰

宛
状
如
件
、

応
永
十
七
年
二
月
九
日

し
た
が
っ
て
、
作
職
を
預
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
補
任
」
・
「
宛
行
」
・
寸
仰
付
」
あ
る
い
は
「
申

仇
と
同
様
、
一
時
的
に
百
姓
の
土
地
保
有
を
認
め

て
耕
作
さ
せ
、
貢
租
納
入
義
務
を
果
た
さ
せ
る
こ
と

を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
履
行
の
場
合

は
作
職
を
没
収
し
、
他
の
百
姓
に
貸
与
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
が
作
職
改
替
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
敦
賀
郡
を
始
め
、
越
前
国
各
地

で
確
認
さ
れ
勺
松
浦
氏
は
、
百
姓
に
作
職
を
預
け

た
り
、
名
代
に
名
を
預
け
た
り
す
る
こ
と
は
名
主
に

と
っ
て
「
魅
力
あ
る
散
回
支
配
」
を
断
念
す
る
こ
と

だ
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
事
例
は
寡

聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
ま
た
作
職
を
預
け
た
途
端
、

そ
れ
は
相
対
的
に
安
定
し
た
権
利
と
な
り
、
地
頭
で

す
ら
改
替
は
「
如
法
な
ん
き
」
で
あ
っ
た
と
い
う
解

42 

櫛
川
彦
三
郎
入
道
道
通

釈
に
も
疑
問
が
生
じ
る
。
第
て
重
書

ωの
「
如
法

な
ん
き
ニ
候
へ
と
も
」
と
い
う
文
言
は
、
文
脈
上
、

明
ら
か
に
「
き
し
ん
状
を
遣
候
」
に
か
か
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
作
職
改
替
は
「
ど
う
み
て
も
困
品
目

で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
松
浦
氏
の
見
解
に
し

た
が
う
と
、
作
職
を
改
替
す
る
た
め
に
は
地
頭
か
ら

の
寄
進
状
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、

西
福
寺
が
作
職
改
替
の
度
に
山
内
氏
に
寄
進
状
発
給

を
要
請
し
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
さ
ら
に
、
山
内

氏
は
櫛
河
郷
を
「
私
鈍
と
ま
で
号
し
て
領
有
権
を

誇
示
し
、
同
郷
」

-R臨
引
ド
』
寸
右
彼
所
者
為
地
頭
一
円
進

止
之

MR)
と
称
し
て
高
源
(
原
)
臨
苧
楽
音
寺
の

知
行
権
を
安
堵
し
て
い
る
地
頭
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

山
内
氏
は
「
櫛
河
島
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
在
地
小
領
主
に
と
っ
て
、
耕
作
権
で
あ

る
作
職
を
改
替
す
る
こ
と
が
な
ぜ
困
難
で
あ
っ
た
の

か
、
私
に
は
理
解
し
が
た
い
百
現
に
地
頭
が
久
延
名

に
お
い
て
、
「
馬
の
大
夫
」
か
ら
作
職
を
取
り
放
ち

西
福
寺
に
付
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
重
書
付
よ
り
明

ら
か
で
あ
弘
)
ま
た
こ
の
一
件
と
関
連
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
か
つ
て
泰
遍
が
高
原
庵
に

寄
付
(
実
質
的
に
は
安
堵
)
し
勺
先
延
名
々
主
職
を
、

そ
の
後
、
山
内
将
経
は
西
福
寺
に
寄
進
し
て
い
勺
)
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こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
「
如
法
な
ん

き
」
と
は
作
職
改
替
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
原
名
の
成
り
立
ち
ゃ
耕
営
、
さ
ら
に
は
支
配

関
係
な
ど
に
一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
厄
介
な
事
情
が
あ

る
と
言
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
匂

と
こ
ろ
で
、
是
時
名
を
め
ぐ
る
相
論
で
、
甲
斐
常

治
が
「
於
作
職
者
為
名
、
玉
相
計
之
」
と
の
裁
決
を
下

し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
匂
し

か
し
、
作
職
進
退
権
は
、
本
来
、
土
地
所
有
者
が
持

っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
砂
流
郷
太
郎
兵
衛

は
困
地
一
反
半
を
作
職
と
と
も
に
売
却
し
て
い
る
が
、

「
名
主
之
方
」
は
こ
の
作
職
移
動
の
と
も
な
っ
た
売

買
に
直
接
関
与
し
て
い
な
い
。
ま
た
木
崎
郷
重
国
名

の
名
主
と
見
ら
れ
る
杉
津
知
足
院
は
、
同
名
内
遣
回

免
田
八
反
の
内
四
反
の
作
職
に
道
通
を
補
任
し
て
い

る
が
、
こ
の
八
反
は
浄
党
炉
質
流
れ
に
取
得
し
た
も

の
で
あ
り
、
浄
鎮
は
「
別
相
伝
之
上
ハ
、
知
足
院
坊

主
ノ
補
任
無
用
に
て
民
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
事
例
は
、
た
と
え
名
内
の
土
地
で
あ
っ
て
も

名
主
以
外
に
土
地
所
有
者
が
い
た
場
合
、
名
主
と
い

え
ど
も
そ
の
土
地
の
作
職
を
勝
手
に
進
退
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
理
解
が
正
し
け

れ
ば
、
是
時
名
に
お
い
て
作
職
を
複
数
の
百
姓
に
預

け
て
土
地
を
保
有
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
山

内
氏
さ
ら
に
は
西
福
寺
が
是
時
名
を
構
成
し
て
い
る

す
べ
て
の
土
地
の
所
有
者
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ

と

に

な

る

。

前

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

。

以
上
、
室
町
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
敦
賀
郡
で

見
ら
れ
る
作
職
は
、
自
作
・
小
作
を
問
わ
ず
、
現
実

(
日
)

に
土
地
を
耕
作
す
る
権
利
と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。

単
に
作
職
と
い
う
名
称
の
一
致
を
も
っ
て
、
畿
内
周

辺
地
域
の
事
例
に
立
脚
し
た
学
説
を
そ
の
ま
ま
敦
賀

郡
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
時
代
差
・
地
域

差
を
無
視
し
た
安
易
な
方
法
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

次
は
、
是
時
名
に
公
事
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
か
否

か

と

い

う

問

題

に

移

り

た

い

。

し

た

」

・

(

て

ら

し

た

い

ろ

と

か
ず
よ
し
)
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